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第２章 計画の背景 

１ 石川県の状況 

（１）少子高齢化と生産年齢人口の減少  

国（国立社会保障・人口問題研究所）の推計によれば、石川県の総人口は令和 32年に約 89

万 7千人となる見込みで、今後も人口減少は進行すると予測されています。（図表 1） 

人口全体に占める年齢区分別の構成比をみると、年少人口(0～14歳)は年々減少する一方、

老年人口(65歳以上)は増加し、令和 2年の約 3割から、令和 32年には約 4割に上昇すると推

計されています。また、働く年齢の中核である生産年齢人口（15～64歳）の構成比は、今後も

減少傾向が続くことが予測されています。 

このまま人口減少が続くと、産業を支える働き手の不足や、国内市場の縮小による産業の衰

退、地域の活力低下など県民生活に様々な影響を及ぼすことが懸念されます。 

 

  

図表１　年齢区分別人口の推移及び将来推計（石川県）
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図表 1 年齢区分別人口の推移及び将来推計（石川県） 

資料：総務省「国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5年 12月推計） 
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（２）女性活躍の状況 

①女性の就業率 

本県の女性の就業率は、令和 2年では 53.9％で全国 3位となっており、年齢別就業率に

ついても、全国に比べ高い状況にあります。 

また、20代後半から 30代の就業率の落ち込みが小さく、本県の女性は全国に比べ、子育

て期にあっても働いている割合が高くなっています。 

 

②管理職に占める女性の割合 

本県の管理職（会社役員、会社管理職員、管理的公務員等）に占める女性の割合は、全国

より低くなっています。 

資料：「国勢調査」（総務省統計局） 
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※このグラフにおける「管理職」とは、会社役員、会社管理職員、管理的公務員等を示す。 資料：総務省「国勢調査」 

図表 3 管理職に占める女性の割合（石川県・全国比較） 
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図表 2 女性の年齢階級別就業率（石川県・全国比較） 

 

 総数 

(15歳以上) 
15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～(歳) 

R2 石川女性 53.9 12.8 69.4 84.4 80.9 82.3 85.3 85.8 83.8 79.2 64.9 20.6 

R2 全国女性 51.7 16.0 70.6 82.9 76.3 75.6 78.3 79.4 77.7 73.2 60.4 19.4 

資料：総務省「国勢調査」（令和２年） 
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③女性の正規雇用比率 

本県の女性の年齢階級別正規雇用比率について、30代前後の子育て期に、非正規雇用に

働き方を変える、いわゆるＬ字カーブとなっています。 

 

④雇用形態別雇用者数と雇用比率の推移 

本県の女性就労者の雇用比率について、非正規雇用が約 5割となっています。 

 

 

 

 

図表 4 女性の年齢階級別正規雇用比率 
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※正規雇用比率は、「正規の職員・従業員」/「15歳以上人口」×100

資料：総務省「労働力調査（基本集計）」

県統計情報室「石川県労働力調査 基本集計」

資料：県統計情報室「石川県労働力調査（基本集計）」 

（注）統計表の数値は、四捨五入のため、または総数に分類不能・不詳の数を含むため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない。 
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⑤男女別給与格差の推移 

本県の男女別給与格差の推移について、令和 6年の男性の給与水準を 100としたときの女

性の給与水準は 76.0となっています。 

 

 

⑥育児休業取得率の推移 

本県の育児休業取得率について、女性は令和 6年度では 95.4%と全国を上回っています。

男性は近年、上昇傾向にあり、令和 6年度に 42.6%となり、全国を上回りました。 

（参考）(全国)男性を 100とした場合の女性給与：75.8 

図表 6 男女別所定内給与格差の推移（石川県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所定内給与額：給与額のうち、時間外勤務手当等を差し引いた所得税等控除前の額 

一般労働者：短時間労働者以外の労働者 

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

県統計情報室「石川県労働力調査（基本集計）」  

図表 7 育児休業取得率の推移（石川県・全国比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」、石川県「労働条件等実態調査」 
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⑦育児休業取得期間別の割合 

本県の育児休業取得期間について、女性では 10か月以上 12か月未満が 50.0%、男性では

1か月未満が 45.4%で最も高くなっています。 

 

⑧就業時間が週 60時間以上の労働者の割合 

本県の就業時間が週 60時間以上の労働者の割合について、すべての年代で女性よりも男

性の方が多く、長時間労働者の割合は年代でばらつきが見られます。 

 

  

図表 9 就業時間が週 60時間以上の労働者の割合（石川県・全国比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：総務省「就業構造基本調査」 

図表 8 育児休業取得期間別の割合（石川県） 

【女性】 【男性】 

資料：県少子化対策監室「労働条件等実態調査」（令和 6年度） 

24～36 か月未満 0.3% 
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⑨県の審議会等における女性委員の割合 

本県の審議会等における女性委員の割合について、令和 7年度は 43.8％（545人）であ

り、すべての審議会等において女性委員が登用されています。 

 

⑩自治会長における女性の割合 

本県の自治会長における女性の割合について、令和 7年度は 4.1%となっています。 

  

図表 10 県の審議会等における女性委員の割合 

 

 

 

資料：県女性活躍・県民協働課 

図表 11 自治会長における女性の割合（石川県・全国比較） 

 
資料：県女性活躍・県民協働課、内閣府 

（年度） 

％ 
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⑪女性防災士の数 

本県の女性防災士の数について、年々増加しており、令和 6年度に 3,243人となっていま

す。 

 

⑫農林漁業分野における女性の参画状況 

農林漁業分野における女性の参画状況について、農業委員に占める女性の割合は増加して

います。 

  

 

（年度） 

図表 12 女性防災士数（石川県） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県危機対策課 

図表 13 農林漁業分野における女性の参画状況（石川県） 

 

 

資料：県農業経営戦略課、県水産課  各年度３月３１日現在 

（単位：戸、人、％）

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

家族経営協定締結数 257 262 267 273 274 280 285 298 307 287

起業者 120 116 130 134 134 132 145 143 141 146

認定農業者 82 87 83 87 88 86 81 82 87 87

漁業士 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

農業委員の割合 9.7 10.1 11.2 12.0 12.1 10.9 10.5 14.3 14.7 15.5

資料：県農業経営戦略課(各年度3月31日現在)
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（３）配偶者等からの暴力、性暴力等に関する状況 

①配偶者からの暴力の被害経験 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、配偶者からの暴力につい

て、被害経験が「あった」と答えた人は、前回調査（令和 2年度）よりも増加しており、女

性は 39.2％、男性は 30.6％となっています。 

 

  

図表 14 配偶者からの暴力の被害経験（「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的強要」

のいずれか１つでも受けたことがあるかについて) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※『あった』は、調査票選択肢の「何度もあった」と「1、2度あった」を合計したもの。 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」 

「あった」（全国） 
令和 5 年度 総数 25.2％ 

女性 27.5％ 

男性 21.9％ 

 

令和 2 年度 総数 22.5％ 

     女性 25.9％ 

     男性 18.4％ 

(%)何度も
あった

１ ２度
あった

まったくない

無回答

(n=1,075)

(n= 891)

『あった（計）』

総
数

女
性

男
性

(n= 614)

(n= 510)

(n= 454)

(n= 378)

39.2

35.8

30.6

24.6

あった

（計）

35.5

31.0

資料：内閣府「男女間における暴力に 

関する調査」 
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②交際相手からの暴力の被害経験 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、交際相手からの暴力につい

て、被害経験が「あった」と答えた人は前回調査（令和 2年度）よりも増加しており、女性

は 23.0％、男性は 13.0％となっています。 

 

 

  

図表 15 交際相手からの暴力の被害経験（「身体的暴行」「心理的攻撃」「経済的圧迫」「性的

強要」のいずれか１つでも受けたことがあるかについて) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あった」（全国） 
令和 5 年度 総数 18.0％ 

女性 22.7％ 

男性 12.0％ 

 

令和 2 年度 総数 12.6％ 

女性 16.7％ 

男性  8.1％ ＜令和２年度調査＞ 

資料：内閣府「男女間における暴力

に関する調査」 

※本図表は、当該設問に回答があったもののみを集計して算出。 

『あった』は、調査票選択肢の「10歳代にあった」、「20歳代にあった」、「30歳代以上にあった」の３つの選択を合計したもの。 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」 
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③ＤＶや性暴力を受けたときに相談できる機関・関係者の周知状況 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、ＤＶや性暴力を受けたとき

に相談できる機関・関係者について、「警察」が最も多く、次いで「石川県女性相談支援セ

ンター（配偶者暴力相談支援センター）」、「市役所、町役場に設置されている女性相談支援

室など」の順となっています。 

 

  

図表 16 ＤＶや性暴力を受けたときに相談できる機関・関係者の周知状況 

 

 

 資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

％ 
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④ＤＶや性暴力等の暴力を防止するために必要なこと 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、ＤＶや性暴力等の暴力を防

止するために必要なことについて、「被害者が早期に相談できるよう、相談窓口や保護施設

を充実させる」が最も多く、次いで「学校または大学で、児童･生徒･学生に対し、暴力の被

害者にも加害者にもならないよう教育を行う」、「加害者への罰則を強化する」の順となって

います。 

 

 

  

図表 17 ＤＶや性暴力等の暴力を防止するために必要なこと 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

％ 
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⑤配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数及び石川県女性相談支援センターに    

おけるＤＶ被害者の一時保護件数 

令和 6年度の配偶者暴力相談支援センター（石川県女性相談支援センター及び金沢市女性

相談支援室）に寄せられたＤＶに関する相談件数については 1,130件であり、石川県女性相

談支援センターにおけるＤＶ被害者の一時保護件数は 20件でした。 

 

⑥パープルサポートいしかわにおける相談件数の推移 

いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」では、電話、面接、 

メールによる相談受付、心に受けた傷のケアのためのカウンセリングの実施、医療機関や警

察、弁護士など関係機関への付き添い等の支援を行っています。令和 6年度の相談件数につ

いては 543件でした。 

 

図表 19 パープルサポートいしかわにおける相談件数の推移 

資料：県女性活躍・県民協働課 

資料：県女性活躍・県民協働課 

図表 18 配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数及び 

石川県女性相談支援センターにおけるＤＶ被害者の一時保護件数 
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⑦石川県女性相談支援センターにおける相談件数 

石川県女性相談支援センターでは、女性の様々な悩みに関する相談に応じるとともに、

女性の抱える問題や状況に応じた支援を行っています。令和 6年度の相談件数については

2,297件でした。 

  

図表 20 石川県女性相談支援センターにおける相談件数 

 
資料：県女性活躍・県民協働課 
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（４）男女共同参画に関する県民の意識 

①男女の地位の平等 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、男女の地位の平等につい

て、社会全体では「平等である」と感じている人の割合は、前回調査（令和 2年度）と比

べ、減少しました。 

男女別にみると、女性よりも男性の方が「平等である」と感じている人の割合が多く、そ

の差は前回調査（令和 2年度）より大きくなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：「男女共同参画に関する県民意識調査」 

※『男性が優遇されている』は、調査票選択肢の「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」を合計したもの。次頁以降の図表も同じ。 

『女性が優遇されている』は、調査票選択肢の「女性が優遇されている」と「どちらかといえば女性が優遇されている」を合計したもの。次頁以降の図表も同じ。 

平等である  

 

男性が優遇されている  

女性が優遇 
されている  

どちらとも 
いえない  

分からない＋

無回答  

＜令和６年度調査＞ 

＜令和２年度調査＞ 

図表 21-1 「男女の地位の平等について（社会全体では）」経年比較 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和６年度「男女共同参画に関する県民意識調査」 
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男性が優遇されている  

女性が優遇 
されている  

どちらとも 

いえない  
分からない＋
無回答  

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 
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性別の各年代で見ると、女性では、「平等である」が 18～29歳（12.7％）で最も高く、

年代が高くなるにつれて低くなる傾向がみられ、『男性が優遇されている』 は 40代

（78.2％）で最も多くなっています。男性では、「平等である」が 18～29歳（28.1％）で

最も多く、『男性が優遇されている』 は 70歳以上（61.1％）で最も多くなっています。 

  

  

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

平等である  男性が優遇されている  
女性が優遇 
されている  

どちらとも 

いえない  
分からない＋ 
無回答  

図表 21-2 「男女の地位の平等について（社会全体では）」（性別×年代別比較） 
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全国との比較では、「平等である」と感じている人の割合が全国より低い傾向にありま

す。 

 

  

図表 21-3 「男女の地位の平等について（社会全体では）」（石川県・全国比較） 

平等である      男性が優遇されている 

女性が優遇 

されている 

どちらとも 

いえない わからない 

＋無回答 

※内閣府調査と本県調査では選択肢の数・構成が異なることから、厳密な比較はできない。 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

総 

数 

女 

性 

男 

性 
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②「男は仕事、女は家庭」についての考え方 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、「男は仕事、女は家庭」とい

う考え方について、『賛成しない（計）』と答えた人は 54.9％となっており、増加傾向にあ

ります。 

  

(%) 

2.4

3.0

7.2

11.3

15.5

18.4

25.0

26.8

20.9

29.9

19.4

17.5

28.0

33.5

32.3

3.3

1.8

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和6年度調査

(n=1,102)

令和2年度調査

(n=1,339)

平成27年度調査

(n=1,251)

図表 22 「男は仕事、女は家庭」についての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和６年度調査＞ 

＜経年比較＞ 

2.4

1.0

4.3

11.3

8.6

14.9

25.0

25.4

24.8

29.9

33.1

25.9

28.0

29.1

26.7

3.3

2.7

3.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

(n=1,339)

女性

(n=750)

男性

(n=579)

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」 

賛成 あまり 
賛成しない 賛成しない やや賛成 どちらともいえない 

わからない 
＋無回答 

『賛成である（計）』 『賛成しない（計）』 

賛成
である
（計）

賛成
しない
（計）

13.7 54.9

9.6 58.5

19.2 50.7

賛成
である
（計）

賛成
しない
（計）

13.7 54.9

18.5 46.2

25.6 38.4

総数

（n=1,102） 

女性 

（n=625） 

男性 

（n=464） 

(%) どちらともいえない 賛成しない 
あまり 
賛成しない 

やや賛成 
賛成 

『賛成である（計）』 『賛成しない（計）』 

わからない 

＋無回答 
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③「男女共同参画社会」の周知度 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、「男女共同参画社会」とい

う言葉の周知度について、前回調査（令和 2年度）と比べ、増加しています。 

 

④「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」という考え 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、「男性は仕事をして家計を

支えるべきだ」という考えに「そう思う」「どちらかといえばそう思う」という回答は、内

閣府が実施した「令和 4年度性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

に関する調査」の数値を上回っています。 

 

  

図表 23 「男女共同参画社会」の周知度 

                                            （％） 

 

 

全国の周知度：64.3% 
（「見たり聞いたりしたことがある」と

回答） 
資料：内閣府「男女共同参画社会に関する

世論調査」（令和元年度） 

※調査票選択肢の「言葉も内容も知っている」と「言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない」を合計したもの。 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」 

R6 R2 R6-R2

「男女共同参画社会」の周知率 75.8 70.4 5.4

図表 24 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）（石川県・全国比較） 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

    内閣府「性別による無意識の思い込みに関する調査」（令和 4年度） 
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⑤「女性が働き続ける上での障害」及び「女性のリーダーを増やす上での障害」 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、「女性が働き続ける上での

障害」及び「女性のリーダーを増やす上での障害」として、「家事・育児・介護などにおけ

る家庭内の相互の協力が十分ではないこと」を挙げる女性は約 6割以上となっています。 

 

  

＜女性が働き続ける上での障害＞ ＜女性のリーダーを増やす上での障害＞ 

※この設問の対象者：仕事をしている人 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

図表 25 「女性が働き続ける上での障害」及び「女性のリーダーを増やす上での障害」 

(%) 
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⑥男性が家事、子育て、介護、地域活動に参加するために必要なこと 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、男性が家事、子育て、介

護、地域活動に参加するために必要なことについて、「育児・介護のための休暇を取得しや

すい職場環境が整備されること」が最も多く、次いで、「夫婦や家族間で家事・育児などの

分担について、十分に話し合うこと」 、「男性が家事・育児などに参加することに対する男

性自身の抵抗感をなくすこと」の順になっています。 

 

  図表 26 男性が家事、子育て、介護、地域活動に参加するために必要なこと       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.2

59.7

57.5

45.6

38.4

31.4

20.4

18.3

18.1

3.5

1.4

3.0

70.1

64.5

65.6

54.6

41.6

31.8

22.4

21.0

21.4

3.8

0.6

2.2

54.3

53.9

47.2

33.8

34.3

31.3

17.9

14.9

13.8

3.2

2.4

3.9

0 20 40 60 80

育児・介護のための休暇を取得し

やすい職場環境が整備されること

夫婦や家族間で家事・育児などの

分担について、十分に話し合うこと

男性が家事・育児などに参加することに

対する男性自身の抵抗感をなくすこと

年配者やまわりの人が、夫婦

の役割分担などについての当

事者の考え方を尊重すること

多様な働き方を普及することで、仕事以

外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事・育児などを行うことに

ついて、社会的に高く評価すること

男性が家事・育児などに参加するこ

とに対する女性の抵抗感をなくすこと

男性の家事・育児などについ

て啓発や情報提供、相談窓口

の設置、技能の研修を行うこと

男性が家事・育児などを行うための、

仲間（      ）づくりをすすめること

その他

特に必要なことはない

わからない

総数

女性

男性

(n=1,102) 

(n=625) 

(n=464) 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

(%) 
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⑦男性が家事・育児を行うことのイメージ 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、男性が家事・育児を行うこ

とのイメージについては、「男性も家事・育児を行うことは、当然である」が最も多く、次

いで「子どもに良い影響を与える」、「男性自身にとっても充実感が得られる」の順になって

います。 

 

  

  
図表 27 男性が家事・育児を行うことのイメージ 

 

 

 

 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

 (%) 
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⑧男女が共に仕事と家庭を両立していくために必要なこと 

「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度）では、男女が共に仕事と家庭を両

立していくために必要なことについて、「育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境

づくり」が最も多く、次いで「労働時間の短縮や休暇制度の充実」「保育・介護サービスの

充実」の順になっています。 

 

 

  

図表 28 男女が共に仕事と家庭を両立していくために必要なこと（再掲） 

       

 

資料：県女性活躍・県民協働課「男女共同参画に関する県民意識調査」（令和 6年度） 

(%) 
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（５）令和 6年能登半島地震における課題 

令和 6年 1月に最大震度 7を観測する令和 6年能登半島地震が、また同年 9月に令和 6年奥

能登豪雨が発生し、未曾有の複合災害となりました。 

内閣府による「令和 6年度男女共同参画の視点からの能登半島地震対応状況調査報告書」に

おいては、男女共同参画の視点での課題として、意思決定や災害の現場への女性の参画促進、

平常時からの国や自治体のトップを含む関係者の意識の醸成、災害対応を担う職員等へのサポ

ート体制の強化、女性防災リーダーへの支援・ネットワーク強化などが課題として挙げられま

した。 

 

 

  
 

＜提言概要＞ 

○意思決定や災害の現場への女性の参画促進 

災害対応に男女共同参画の視点を取り入れるため、地方防災会議や災害対策本部等の

意思決定過程への女性の参画や、防災・危機管理担当部署への女性職員の配置を促進

すること 

 

○災害対応を担うあらゆる者への男女共同参画の視点の理解促進 

国や自治体のトップを含む災害対応を担うすべての関係者が男女共同参画の視点に立

って適切に対応できるよう、意識の醸成と実践的な研修・訓練の実施、マニュアルや

資料の整備、対応ノウハウの整理・共有を進めること 

 

○災害対応業務を担う職員等へのサポート体制の強化 

女性を含む災害対応業務を担うすべての職員等が安全・安心に活動できるよう、活動

環境や装備の準備、子育て・介護を担う職員の支援策、心身の健康維持のための対策

を進めること 

 

○地域の女性防災リーダーの活躍支援 

地域の女性防災リーダーの活躍を促進するため、地域女性防災リーダーの育成や計画

策定への参画促進のための対策を行い、ネットワークづくりを進めること 

内閣府「令和 6年度 男女共同参画の視点からの能登半島地震対応状況調査報告書」（抜粋） 
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２ 世界、国、石川県の動き 

（１）世界の動き 

○平成 17年（2005年）  国連「北京＋10」閣僚級会合 

第 49 回国連婦人の地位委員会、通称「北京＋10」がニューヨークで開催され、「北京宣

言及び行動綱領」及び「女性 2000年会議成果文書」を再確認し、完全実施に向けた一層の

取組を国際社会に求める内容の宣言を採択 

○平成 22年（2010年）  国連「北京＋15」記念会合 

第 54 回国連婦人の地位委員会、通称「北京＋15」が、「北京宣言及び行動綱領」と「女

性 2000年会議成果文書」の実施状況の評価を主要テーマに、ニューヨークで開催 

○平成 23年（2011年）  UN Women 正式発足 

ジェンダー問題事務総長特別顧問室(OSAGI)、女性の地位向上部(DAW)、国連婦人開発基

金(UNIFEM)、国際婦人調査訓練研修所(INSTRAW)を統合し、「ジェンダー平等と女性のエン

パワーメントのための国連機関(UN Women)」が発足 

○平成 27年（2015年）  国連「北京＋20」記念会合 

第 59回国連婦人の地位委員会、通称「北京＋20」が、1995年に開催された第 4回世界女

性会議（北京会議）から 20年目に当たることを記念し、ニューヨークで開催 

○平成 27年（2015年）  国連「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」採択 

国連持続可能な開発サミットがニューヨークで開催され、「誰一人取り残さない」社会の

実現のため、「ジェンダー平等の実現」など 17の「持続可能な開発目標（SDGs）」を含むア

ジェンダを採択 

○令和 2年（2020年）  国連「北京＋25」記念会合 

第 64回国連女性の地位委員会、通称「北京＋25」が、ニューヨークで開催され、「第 4回

世界女性会議から 25周年を迎えるに当たっての政治宣言」等を採択 

○令和 7年（2025年）  国連「北京＋30」記念会合 

第 69回国連女性の地位委員会、通称「北京＋30」が、1995年に開催された第 4回世界女

性会議（北京会議）から 30年目に当たることを記念し、ニューヨークで開催 

 

（２）国の動き 

○平成 11年（1999年） 「男女共同参画社会基本法」の制定 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の

責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる

事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するため制

定 

○平成 12年（2000年） 「男女共同参画基本計画」の策定 

「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

な計画である「男女共同参画基本計画」を策定 

○平成 13年（2001年） 「男女共同参画会議」の設置 

新たに設置された内閣府に、男女共同参画に関する基本的な政策及び重要事項の調査審

議を行う「男女共同参画会議」を設置。また、内部部局として「男女共同参画局」を設置 

○平成 13年（2001年） 「配偶者暴力防止法」の制定 

正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」。配偶者からの

暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講じ、人権の擁護と男女平等の実現を図る

ため制定。平成 16年（2004年）に一部改正、平成 19年（2007年）に市町村における基本
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計画の策定等を盛り込み改正。平成 25年（2013年）に、生活の本拠を共にする交際相手か

らの暴力及びその被害者について、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて適用対象と

される改正。令和元年（2019年）には、児童相談所と相互に連携・協力する等を盛り込み

改正。令和 3年（2021年）、児童虐待防止対策と配偶者からの暴力の被害者保護の対策の強

化等を盛り込み改正。令和 6年（2024年）には、保護命令制度の拡充を盛り込み改正 

○平成 13年（2001年） 「育児・介護休業法」の改正 

正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

（平成 3年制定）。平成 13年（2001年）には勤務時間短縮等の対象となる子の年齢の引き

上げ等を盛り込み改正。平成 16年（2004年）に一部改正。平成 21年（2009年）に男性の

育児休業取得促進策の導入等を盛り込み改正。平成 28年（2016年）及び平成 29年（2017

年）に育児休業の対象となる子の範囲の拡大等を盛り込み改正。さらに令和 2年（2020年）

には、育児休業等に関するハラスメントの防止対策の強化等を盛り込み改正。令和 7 年

（2025年）には、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職

防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化を盛り込み改正 

○平成 15年（2003年） 「次世代育成支援対策推進法」の制定 

一定規模以上の事業主に労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための行動計

画策定を義務づける「次世代育成支援対策推進法」を制定。平成 20年（2008年）には、計

画策定・届出が義務となる企業の拡大等を盛り込み改正 

○平成 17年（2005年） 「男女共同参画基本計画（第２次）」の策定 

基本計画策定後の男女共同参画社会の形成に関連する内外の状況変化を考慮した「男女

共同参画基本計画（第 2次）」を策定 

○平成 18年（2006年) 「男女雇用機会均等法」の改正 

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭

和 47年制定）。平成 18年（2006年）に間接差別の禁止等を盛り込み改正。平成 28年（2016

年）に、妊娠・出産等に関するハラスメント防止の措置義務等を盛り込み改正。さらに、

令和 2年（2020年）には、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメ

ントの防止対策の強化等を盛り込み改正 

○平成 22年（2010年） 「第３次男女共同参画基本計画」の策定 

「男女共同参画社会基本法」施行後 10年間の反省を踏まえ「第３次男女共同参画基本計

画」を策定 

○平成 27年（2015年） 「女性活躍推進法」の制定 

一定規模以上の事業主に女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定

を義務付ける法律を制定。令和元年（2019年）には、計画策定・届出が義務となる企業の

拡大等を盛り込み改正。令和 4年（2022年）には、男女賃金差の公表義務を新設し、改正。

令和 8年（2026年）には、法律の有効期限が令和 18年 3月 31日まで延長され、女性の職

業生活における活躍に関する情報公表の強化や、女性の健康課題に関する文言を盛り込み

改正 

○平成 27年（2015年） 「第 4次男女共同参画基本計画」の策定 

第 3 次基本計画策定後の男女共同参画社会の形成に関連する内外の状況変化を考慮した

「第 4次男女共同参画基本計画」を策定 

○平成 30年（2018年） 「政治分野における男女共同参画推進法」の制定 

正式名称は、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」。衆議院・参議院お

よび地方議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目

指すことなどを基本原則として法律を制定 
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○令和 2年（2020年） 「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」の決定 

令和 2 年度から令和 4 年度までを「性犯罪・性暴力対策の集中強化期間」として、取組

を抜本的に強化することとし、その取組方針を関係府省会議で決定 

○令和 2年（2020年） 「第 5次男女共同参画基本計画」の策定 

第 4 次基本計画策定後の男女共同参画社会の形成に関連する内外の状況変化を考慮した

「第 5次男女共同参画基本計画」を策定 

○令和 6年（2024年） 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」施行 

困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び

女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現を図るため制定 

○令和 8年（2026年） 「第 6次男女共同参画基本計画」の策定 

第５次基本計画策定後の男女共同参画社会の形成に関連する内外の状況変化を考慮した

「第６次男女共同参画基本計画」を策定 

 

（３）石川県の動き 

○平成 13年（2001年） 「いしかわ男女共同参画プラン２００１」の策定 

男女共同参画社会基本法に基づき、本県の男女共同参画社会形成促進に関する施策につ

いての基本的な計画である「いしかわ男女共同参画プラン２００１」を策定 

○平成 13年（2001年） 「石川県男女共同参画推進条例」の制定 

男女共同参画社会の実現のために男女共同参画の基本理念や県、県民、事業者の責務を

明らかにするとともに施策の基本となる事項を定めた「石川県男女共同参画推進条例」を

制定 

○平成 15年（2003年） 「男女共同参画課」の設置 

「男女共同参画社会基本法」の施行により、それまでの取組をさらに強化するため平成

12年（2000年）に設置した「男女共同参画推進室」を、平成 15年（2003年）に「男女共

同参画課」として改編 

○平成 17年（2005年） 「配偶者暴力防止及び被害者保護に関する基本計画」策定 

配偶者暴力防止対策を推進するため「配偶者暴力防止及び被害者保護に関する基本計画」

を策定。平成 28年（2016年）には、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被

害者について「配偶者暴力防止法」の適用対象とされたことに伴い「配偶者暴力防止及び

被害者保護等に関する基本計画」として改定。令和 3年（2021年）には、児童虐待防止対

策と配偶者からの暴力の被害者保護の対策の強化を図るために改正された「配偶者暴力防

止法」の趣旨を踏まえ、「配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計画」を改定。令

和 6年(2024年)に「石川県困難な問題を抱える女性への支援及びＤＶ被害者の保護等に関

する基本計画」へ統合 

○平成 19年（2007年） 「いしかわ男女共同参画プラン２００１」の改定 

国の「第２次男女共同参画基本計画」の策定や、「いしかわ男女共同参画プラン２００１」

策定後の社会情勢の変化、県民意識の変化に伴い改定 

○平成 19年（2007年） 「いしかわ子ども総合条例」の制定 

次代を担う子どもの育成を県民挙げて社会全体で支援していくための拠り所となるもの

として制定。この条例の中で、本県独自に一般事業主行動計画の策定対象企業を拡大 

○平成 23年（2011年） 「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」の策定 

「いしかわ男女共同参画プラン２００１」の計画期間満了及びプラン改定後の社会情勢

の変化、県民意識の変化に伴い、「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」を策定 
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○平成 28年（2016年） 「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」の改定 

「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」策定後の社会情勢の変化、県民意識の変化に

伴い改定 

○令和 3年（2021年） 「いしかわ男女共同参画プラン２０２１」の策定 

「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」の計画期間満了及びプラン改定後の社会情勢

の変化、県民意識の変化に伴い、「いしかわ男女共同参画プラン２０２１」を策定 

○令和 5年（2023年） 「女性活躍・県民協働課」の設置 

組織改正に伴い、女性をはじめとする県民の活躍を一体的に推進・強化するため、女性

活躍・県民協働課を設置（男女共同参画課及び県民交流課を改組） 

○令和 6年（2024年） 「石川県困難な問題を抱える女性への支援及びＤＶ被害者の保護 

等に関する基本計画」策定 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の成立に伴い、「石川県困難な問題を

抱える女性への支援及びＤＶ被害者の保護等に関する基本計画」を策定 

  


